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封
建
制
社
会
の
解
体
と
の
od『
φ

円。
の
変
質

周
知
の
如
く
、
封
建
制
社
会
は
十
三
世
紀
以
降
急
速
に
解
体
の
方
向
を
た
ど
る
。
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

vv
ャ
ブ
ト
は
地
代
ク

ル
ン
ト
ヘ
ル

ν
ャ
プ
ト
ι

(

同
g
R口町・ロ
E
Z
R
R
V丸
神
)
に
転
化
し
、
パ
ト
リ
モ
ニ
ア
ル
な
領
主
権
力
(
因
。

R
g
m命
毛
色
。
は
そ
の
変
質
を

中
品
的
秩
序
に
か
か
る
変
化
を
も
た
ら
ヒ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
以
下
、
ご
く
簡
単
に
、
そ
の
要
因
を
さ
ぐ

つ余
て儀
みな
たぐ

い?さ
Oy れ

る

先
ず
、
.
都
市
の
発
展
と
そ
れ
に
伴
な
う
貨
幣
経
済
の
進
出
が
挙
げ
ら
れ
る
。
十
一
・
二
世
紀
以
来
、
農
村
生
産
物
と
都
市
生
産
物
の
ロ

ー
カ
ル
な
交
換
市
場
と
し
て
繁
栄
し

τ

き
た
っ
た
都
市
は
-
漸
次
農
村
と
の
相
互
関
係
を
深
め
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

ν
ャ
フ
ト
を
貨
幣
経
済
の

中
に
ま
き
込
ん
で
い
っ
た
。
貨
幣
経
済
が
自
然
経
済
を
庄
倒
し
ゅ
く
に
つ
れ
て
荘
園
経
済
の
自
給
自
足
性
は
次
第
に
崩
れ
、
農
産
物
販
売

の
可
能
性
は
、
今
や
領
主
・
農
民
の
関
心
を
「
市
場
の
た
め
の
生
産
」
へ
と
向
け
さ
せ
る
に
至
っ
た
が
、
一
方
、
領
主
の
貨
幣
需
要
は
、

貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
な
う
物
価
騰
貴
と
、
そ
の
奪
修
的
生
活
や
戦
力
維
持
の
必
更
な
ど
に
よ
る
貨
幣
欠
之
の
故
に
、
ま
す
ま
す
増
大
す
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し
か
し
、
当
時
既
に
、
農
民
主
租
一
瞬
役
民
習
的
に
定
量
化
し
て
た
し
た
が
っ
て
|
市
場
関
心
と
農
業

の
集
約
化
に
伴
な
う
徐
々
的
~
な
生
産
力
の
上
昇
は
、
次
第
に
多
く
の
余
剰
生
産
物
を
農
民
の
手
に
残
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。

ち
や
す
|
|
領
主
が
必
要
と
す
る
だ
け
の
貨
幣
収
入
は
到
底
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
も
は
や
、
領
主
に
乙
っ
て
、
従
来
の
農
奴
制
的
収
取

関
係
は
、
何
等
そ
の
経
済
的
価
値
の
再
生
産
を
も
た
ら
さ
な
い
。
か
く
し
て
、
領
主
の
経
済
的
無
力
化
は
、
や
が
て
そ
の
権
力
の
保
持
に

、
ν

も
深
刻
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ク
ェ

l
パ
ー
も
い
う
如
く
、
農
産
物
販
売
の
可
能
性
!
i
「
領
主
と
農
民
の
販
売
の
機
会
と
利
害
関
心
、
及
び
貨
幣
経
済
に
よ
る

農
産
物
市
場
の
不
断
の
拡
大
〕
!
ー
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
ジ
ャ
ブ
ト

l
ー
し
た
が
っ
て
領
主
権
力

ゆ
ー
ー
の
一
般
的
崩
壊
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
内
又
た
と
え
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

V
ャ
プ
ト
を
崩
壊
せ
し
め
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
領
主
の
利
益
に
お
い
て
行
わ
れ
、
領
主
を
し
て
農
民
を
収
奪
ぜ
し
め
、
そ
の
没
、
収
す
る
土
地
を
利
用
し
て
‘
そ
の
上
に
大
経
営
を
う

ノ

‘

.

、

.

、

.

、

.

ち
建
て
し
め
る
に
止
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
〔
か
く
て
〕
外
部
か
ら
他
の
利
害
関
心
(
H
H
M

丹南
2
8ロ
)
が
加
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る。」

同格性酌
.
然
ら
ば
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
か
。

一
緒
先
ず
第
一
に
、
円
新
た
に
発
生
に
つ
つ
あ
っ
た
都
市
の
市
民
層
面

5
2
5
)の
市
場
関
心
夏
向

5
5約

十
)
」
が
考
え
ら
れ
る
。

恥
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
が
そ
の
支
配
領
域
を
劃
し
て
対
立
し
相
互
に
ブ
早

I
Jプ
を
行
使
し
合
う
こ
と
は
、
自
由
に
し
て
平
和
な
商
取
引
を
困
難
な

一

鞭
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
叉
、
農
民
の
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
に
対
す
る
奉
仕
や
貢
納
は
、
農
民
が
そ
の
一
切
の
労
働
力
を
市
場
へ
の
生
産
に
向
け

t

一

輸
る
ヴ
」
と
を
妨
げ
、
し
〆
た
が
っ
て
農
村
の
購
買
力
も
そ
の
増
進
を
阻
ま
れ
た
に
違
い
な
い
1
0
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ょ
う
じ
、
「
グ
ル
シ
ト
ベ
ル
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ャ
ブ
ト
は
、

鎖
市
民
層
の
既
売
利
益
長

E亘
書
目
互
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
て
い
た
が
ら
、
彼
等
は
、

グ
ル
ジ
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ヘ
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ν
ャ
フ
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の
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崩
壊
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な
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い
?
第
三
に
、
「
成
立
途
上
に
あ
る
資
本
主
義
の
自
由
な
労
働
方
場
め
創

出
町
対
す
る
関
心
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
初
期
の
純
粋
に
資
本
主
義
的
な
産
業
が
、
も
し
ツ
ン
ブ
ト
(
N信
正
常
)
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
地

ム
H
M

の
労
働
力
の
剥
用
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
か
か
お
ら
ず
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル

ν
ャ
ブ
ト
は
、
農
民
の
土
地
緊
縛
に
よ
っ
て
自
由
労

働
市
場
の
創

J

出
を
困
難
に
じ
た
の
で
あ
だ
よ
更
に
第
三
に
、
一
「
資
本
の
土
地
唱
を
得
ん
と
す
る
関
心
(
の

E
E
3
3
Z
E
R
g
s
が
グ
ル

ン
ト
ヘ
ル

ν
ャ
プ
ト
に
敵
対
す
る
意
味
に
お
い
支
現
れ
る
。
即
ち
、
新
た
に
獲
得
せ
る
資
産
を
土
地
に
投
資
し
、
か
く
す
る
二
」
正
に
よ
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っ
て
身
分
的
特
権
を
有
す
る
地
方
の
主
地
所
有
者
(
の

E
ロ
ag岳
目
立
の
階
層
に
成
上
ら
ん
と
す
る
資
本
主
義
的
階
層
の
傾
向
が
、
封
建

的
束
縛
戸
島
ロ

2
R
Eロ
仏
)
か
ら
土
地
を
解
放
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
し
最
後
に
、
「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

ν
ャ
プ
ト
の
崩
壊
は
農

村
の
担
税
カ
を
高
生
る
に
違
い
な
い
と
い
う
、
国
家
の
財
政
的
利
窓
口
関
心
も
関
係
し
て
い
る
。
」
こ
の
場
合
、
都
市
及
び
そ
れ
を
中
心
と

し
た
貨
幣
経
済
の
発
展
が
、
‘
他
方
に
お
い
て
国
王
の
財
政
カ
を
強
化
す
る
方
向
に
働
い
た

l
l当
時
の
物
価
騰
貴
は
国
王
の
直
領
地
収
入

、
・
を
、
又
、
商
取
引
の
発
達
は
、
市
場
開
設
権
(
富
山
叶
E
B
m
m
-
7
'貨
幣
鋳
造
機
(
冨
位
ロ
同
諸
島
・
関
税
徴
収
権
向
。
ロ
ヨ
阿
倍
】
)
・
ユ
ダ
ヤ
人
保

護
権
♂
(
』
ロ
号
ロ

Emω
戸
)
等
い
わ
ゆ
る
レ
ガ

l
リ
エ
ン
に
よ
る
収
入
を
増
加
さ
せ
た
1
1
1
事
情
、
が
併
ぜ
て
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
の
し

か
し
て
、
当
時
、
国
家
が
農
村
か
ら
の
租
税
収
入
を
確
保
し
増
大
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
財
政
収
永
の
増
加
と
相
使
っ
て
、
土
地
所
有
と

、、、

結
び
つ
か
な
い
国
家
統
治
の
手
段

1
1
i貨
幣
の
給
与
を
受
け
職
分
の
世
襲
を
伴
な
わ
な
い
職
業
的
官
僚
と
職
業
的
軍
隊
ー
ー
を
可
能
と
す

る
不
可
欠
の
前
提
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て

都
市
(
前
期
的
商
業
資
本
)
と
国
王
権
力
(
ラ
シ
デ
ス
ヘ
ル

F
m
邑
2
Z
R
)
と

の

国
家
的
統
一
の
実
現
を
指
向
す
る

協
同
な
い
し
癒
着
が
始
ま
る
?
即
ち
、
都
市
は
、
封
建
的
な
権
力
支
配
原
理
を
一
応
妥
協
的
に
承
認
し
つ
つ
、

自
身
本
来
グ
ル
ン
十
ヘ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

1
1
1
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
も
身
分
的
特
権

l
l例
え
ば
ラ
シ
ト
等
族

ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
B
I
l
e
そ
れ
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資
格

(FB仏
忠
告
《
同

R
E
S
-
-ー
を
獲
得
し
、

そ
の
経
済
的
利
益
を
権
力
的
に
実
現
せ
ん
と
す
る
。

一
方
、
ラ
シ
デ
ス
ヘ
ル
は
、
都
市
の

提
供
す
る
利
益
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
レ
ー
ン
制

P
§
5
4『
g
g
)
の
打
破
と
官
僚
組
織
の
建
設
に
と
り
か
か
る
。
今
や
、
ラ
ン
デ

ス
ヘ
ル
は
、
経
済
的
に
無
力
化
し
つ
つ
あ
っ
た
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
か
ら
中
間
的
政
治
権
力
を
収
奪
し
て
、
ラ
シ
ト
と
人
民
民
対
す
る
一
元
的

支
配
を
実
現
せ
ん
と
寸
る
。
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
領
地
は
、
も
は
や
イ
シ
ム
ニ
ア
ー
ト
の
地
域
を
構
成
せ
ず
、

.。
q
w
y
g
v
o
q
)
が
直
接
そ
こ
に
裁
判
権

(CR目。伊丹
ωσR-55
を
行
使
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
か
ぐ
て
、

域
に
お
い
て
、
裁
判
支
配
権

(
c
q
w宮
島
2
g岳
民
丹
)
が
一
人
の
支
配
者
の
手
に
集
中
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
と
き
、

国
家
(
吋

oq-Zユ
ロ
ヨ
)
'
が
形
成
さ
れ
る
。
十
回
世
紀
に
入
る
や
、

第
三
者
(
グ
リ
ヒ
ツ
ヘ
ル

戎
る
程
度
広
い
一
円
の
地

こ
こ
に
い
わ
ゆ
ち
領
域

比
較
的
大
き
い
領
域
国
家
に
お
い
て
は

ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
支
配
権

(
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト

Fmロ仏
gFOR-wvw包
丹
)
は
ラ
シ
デ
ス
ホ

l
ハ
イ
ト
(
戸
ωロ円山内田町。
v
o
g
に
発
展
し
、

ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
に
対
抗
す
る
勢
力
と
し
て
の
等
族

(ωSロ
色
ゆ
)
が
存
在
し
、
両
者
の
妥
協
に
よ
っ
て
統
治
が
行
わ
れ
て
い
っ
た

る
等
族
国
家

ω
S
u
e
z
E
m塁
。
だ
が
ド
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
は
等
族
の
存
在
を
次
第
に
自
己
の
政
策
の
桂
桔
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

拘
束
を
払
い
除
け
よ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
が
成
功
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
王
制
官
官
。
E
Z
富
。
ロ

ω
R
E
a
が
成

立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、

わ
ゆ

ω
以
下
の
絞
越
民
当
つ
て
は
、
ミ
ゥ

9
イ
ス
「
ド
イ
ツ
法
制
史
概
論
」
ハ
世
由
民
訳
文
ベ
ロ
ウ
「
独
選
中
世
農
業
史
L

(
堀
米
訳
〉
、
世
良
「
封
建
制
社
会
の

法
的
模
造
」
を
参
照
し
た
@
鮮
に
必
要
あ
る
場
合
の
介
は
一
身
引
用
し
な
い
。

同
「
農
民
の
給
付
は
、
最
初
は
単
に
、
領
主
の
自
己
需
要
に
奉
仕
じ
、
そ
れ
放
伝
統
に
拘
束
さ
れ
得
た
。
農
民
は
、
自
己
の
生
計
と
支
秘
義
務
の
履
行
の

た
め
是
非
と
も
必
要
だ
っ
た
も
の
以
上
に
、
土
地
か
ら
多
〈
枇
獲
し
よ
う
と
い
う
関
心
は
も
た
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
グ
ル
ン
ト
へ
ん
も
、
彼
が
市
船

、
、
、
、
、
、
、
、
一
.

の
た
め
に
生
産
し
な
か
っ
た
楠
除
、
実
曲
悼
の
増
加
に
無
関
心
で
あ
っ
た
?
グ
私
ン
ト
へ
ん
の
生
活
態
度
は
農
民
の
そ
れ
と
殆
ど
具
、
な
ら
な
か
ワ
た
。
し

た
が
っ
て
寸
彼
の
有
壁
が
漢
語
淑
の
限
界
工
?
?
?
一
ル
?
J
乙
ー
さ
た
の
で
あ
る
。
」
(
嵐
・

450司

w
g
g
o
E
5
8
5
5
2制

)

'
¥
に
?
マ

- 97-



農
産
物
駆
売
の
機
会
主
計
可
能
控
除
、
伝
統
的
に
固
定
し
た
か
か
る
支
程
義
務

ρ故
に
、
一
む
し
ろ
農
民
に
有
利
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
孟
。

同

芦

場

$
9
4
2浮
g
g言ぬい
gszgArm-
宏

帥
由
ザ
晶
・

削

丸

昇

一

附

oE-

的
。
晶
司
由
・

ω・
8

刷

mg

問

団

E-

附
世
由
民
「
封
建
制
社
会
の
一
法
的
構
造
」
一

0
0
l
一一良

凶
か
つ
て
、
国
王
の
割
令
篠
授
与

(
E
S
F
E由
)
に
よ
弘
一
フ
ン
ト
ー
の
裁
列
官
と
な
り
得
た
グ
ラ

1
7
は
、
今
や
、
一
フ
ン
」
ア
ス
へ
》
所
属
の
裁
列
官
と
な
り
、

上
級
-
ワ
ン
ト
裁
列
所
の
毅
列
官
と
し
て
捕
時
血
裁
列
権
、
(
切
Z
品
い
肉
食
目
白
乞
号
書
官
目
立
を
行
使
す
る
。
一
方
、
従
来
の
下
級
裁
列
所

(NS一
け
向
。
江
口
町
民
)
は
、
上

級
ラ
ン
ト
裁
制
問
所
と
は
独
立
に
(
下
級
ラ
ン
ホ
裁
列
所
と
し
て
小
裁
列
区
に
流
血
毅
列
権
を
行
使
す
る
。
更
に
、
こ
の
裁
列
所
の
下
に
は
、
小
事
件
を
管

絡
す
る
下
級
裁
列
所
と
L
て
村
落
裁
列
所

(
U
O
見
向
由
民
ロ
耳
)
や
ホ
1
7
マ
ル
ク
裁
列
所
(
問
。
同
B
R
w
m叫
品
『
山
口
町
立
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
ら
の
裁

列
所
は
、
い
づ
れ
も
、
ラ
ン
ヂ
ス
へ
ル
の
所
属
の
下
に
あ
明
、
妹
に
、
下
級
ゲ
リ
ヒ
ツ
へ
ん
が
ク
ル
ン
ト
九
ん
に
代
ワ
て
そ
の
裁
剣
権
を
行
使
し
始
め
る

の
で
あ
る
(
ミ
ッ
タ
イ
ス
、
前
掴
樹
九
一
一
八
九
頁
参
問
問
。
〉

- 98ー

中
世
末
期
及
び
近
世
初
頭
に
お
け
る
、
か
・
か
る
統
一
的
国
家
形
成
の
過
程
、
就
中
、
ゲ
リ
ヒ
ツ
ヘ
ル
U
V

ャ
ブ
ト
の
成
立
は
、
グ
ル

'
ン
ト
ヘ
ル

ν
ャ
ブ
ト
(
グ
ル
シ
行
「
ヘ
ル
の
土
地
と
人
聞
に
対
す
る
支
配
権
)
に
大
き
な
変
質
を
も
た
ら
し
た
。
い
わ
ゆ
る
地
代
・
又
は

純
粋
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル

νャ
ア
ト

(mozoロ
2
0
仏
2
5
5ゅ
の
さ
ロ
内
山
吉
常
国
nymw片
付
)
へ
の
転
化
が
そ
れ
で
あ
る

Q

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

νャ
、
ブ
ト
は
、

今
や
単
に
土
地
に
対
す
る
支
配
権
を
意
味
す
る
も
の
に
変
り
、
文
字
通
り
の
の

E
ロ仏}凶作
H
B
n町
民
丹
に
還
元
さ
れ
る
。

民
の
関
係
及
び
両
者
の
土
地
に
対
す
る
関
係
が
ど
う
変
っ
た
か
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ

5
0

以
下

領
主
H
良



色

"aロ
包
ロ
ゆ
ロ
ロ
件
。

3
8
8語
叫

E
E
の
出
現
)
。
か
か
る
過
程
は
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
自
発
的
な
農
奴
解
放
に
よ
っ
て
も
促
進

さ
れ
る
@
「
彼
等
は
、
生
産
物
販
売
の
可
能
な
こ
と
を
看
取
し
て
以
来
、
J

収
入
の
増
加
と
生
産
物
販
売
に
適
す
る
農
民
保
有
地
に
関
心
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ザ
ク
セ

y
v
ι

ピ
l
ゲ
ル
の
時
代
及
び
既
に
そ
の
直
ぐ
前
の
時
代
か
ら
、
隷
農
の
大
量
的
解
放
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
白
に
な
り
つ
つ
名
っ
た
地
所
は
、
マ
イ
エ
ル
(
冨
命
日
何
吋
)
と
称
せ
ら
れ
る
自
由
な
年
期
借
地
農

(
N
a
苦
似
の
宮
司
)

に
貸
付
け
ら
れ
る
:
:
:
。
」
か
ぐ
て
夕
、
領
主
H
農
民
の
関
係
は
、
今
や
土
地
宇
中
心
と
す
る
貸
借
関
係
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
，
な
り
、
人
的

』

V

A

U

4

V

貯
な
支
配
関
係
は
、
次
第
に
物
的
な
借
地
契
約
関
係
(
宮
島
同
認
可
否
吉
互
に
変
っ
て
い
も
っ
た

Q

ベ
ロ
ヲ
の
言
葉
を
藷
り
る
な
ら
、
勺
単
純
な

《

5
M

J

撒
借
地
関
係
の
思
想
が
実
現
さ
れ
る
度
合
に
応
じ
て
純
粋
荘
園
領
主
制

(
5
5
C
Eロ
昏

g
R
E
Cが
出
現
し
た
」
の
で
ら
る
。
「
借
地
契

一
一
糊
約
の
仕
方
は
、
一
部
金
銭
契
約

(
P
E
E主
で
あ
り
、
一
部
町
、
そ
し
て
大
部
分
、
現
物
契
約

(
Z
E
E
-宮
n
伊
丹
)
で
あ
っ
た
。
現
物

陶
契
約
に
あ
っ
て
は
原
物
収
益
{
問
。
宮
司

gm)
の
一
部
を
領
主
に
提
供
す
る
分
益
小
作
司
開
山
富
ロ
)
が
喜
ば
れ
た
r

」
だ
が
、
「
単
純
な
借
地

司ヲ

a

、

地
関
係
の
思
想
が
実
現
さ
れ
る
度
合
に
応
じ
て
:
:
:
」
と
い
わ
れ
る
如
く
宮
一
の
宮
語
岳
町
出
百
戸
田
へ
の
移
行
は
決
し
て
急
激
な
も
の
で
は
な
か

一

勧
っ
た
で
あ
ろ
冗
。
の
み
な
字
、
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
シ
制
の
下
で
象
徴
た
る
役
割
を
果
し
た
、
か
の
「
古
き
良
き
法
」
(
毎
回

m
E
Z
R伊丹)

封

吋

8
5
の
観
念
も
、
依
然
と
し
て

1
ー
だ
が
、
新
し
い
意
恥
を
担
い
な
炉
ら
ー
ー
そ
の
機
能
を
い
と
な
み
続
け
て
い
っ
た
よ
う
に
思

(1) 

か
つ
て
曳
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
は
、
国
主
的
宮
司
-T}
日
E
g
m
o
p
o
g
g
と
い
う
人
的
結
合
関
係
の
中
に
、
そ
の
家
産
制
的
な
農
民
支
配
を

貫
徹
し
て
き
た
。
だ
が
J
前
述
し
た
如
く
、
今
や
そ
の
家
産
制
的
権
力
除
、
ラ
シ
デ
ス
ヘ
ル
に
収
奪
さ
れ
、
一

民
に
対
し
直
接
的
支
配
を
行
う
グ
リ
ピ
ツ
ヘ
ル

γ
ャ
フ
十
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
農
民
は
、
グ
ル

Y
T
ヘ
ル
の
次
ン
ト

(冨

5
同
)
か
ち
解
き
放
た
れ
(
い
わ
ゆ
る
農
奴
解
放

F
5
5宮崎吋
S
E
m
-
-ア
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
支
配
下
に
お
か
れ
幻
。
即
ち
、
彼
等
は
、

も
は
や
領
主
の
家
の

U
E雷同
-P
出
gMmYOH-mo
な
の
で
は
な
く
、
臣
民

(CEqEMMogA
な
の
で
あ
る
(
い
わ
ゆ
る
臣
民
組
織

一
円
の
ま
と
ま
p

っ
た
地
域
と
人

り
ゅ
吋

勿
論
、

や

- 99ー



わ
れ
る
。
即
ち

l
l
t

-100一

か
つ
て
、
絶
対
的
な
権
力
者
だ
っ
た
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
が
被
治
者
の
能
動
的
服
従
を
確
保
す
る
た
め
の
象
徴
と
し
て
、

そ
の
役
割
合
}
果
し

た
町
長
g
m
E
g
m
R
Z
は
、
今
や
、
物
理
的
強
制
権
力
を
喪
夫
し
つ
つ
ら
っ
た
所
有
者
(
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
)
が
、
撞
頭
し
来
れ
る
農
民

の
カ
に
対
抗
し
て
自
己
の
優
位
を
維
持
し
、
自
己
の
権
利
と
相
手
の
義
務
の
時
間
的
固
定
化
を
図
ら
ん
と
す
る
た
め
の
も
の
1

1
い
わ

ば
、
保
守
的
な
機
能
を
い
と
な
む
も
の

l
l
に
変
る
で
あ
ろ
う
。
吋

2
5ゐ
信
念
は
、
か
か
る
意
図
の
実
現
に
大
き
な
役
割
'
を
演
ず
る
で

あ
ろ
う
し
J

伺
時
に

!
l
m
Z由
m
c
g回
一
容
の
宮
と
並
ん
で

l
i土
地
所
有
者
の
農
民
に
対
す
る
搾
取
l
l
l契
約
の
非
等
価
性
1
1
1
を
陰

蔽
す
る
に
役
立
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
家
産
制
的
権
力
の
実
力
的
基
礎
を
夫
っ
た
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
と
っ
て
、
家
産
制

的
支
配
原
理
、
象
徴
の
も
つ
意
味
は
、
以
前
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
象
徴
が
象
徴
と
し
て
独
自
の

機
能
を
営
む
と
き
、
そ
れ
は
そ
れ
が
言
葉
と
ち
て
表
現
す
る
意
味
を
あ
り
の
ま
ま
に
実
現
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
‘
の
場
合
、

寸
話
回
ゆ
が
も
っ
双
務
的
な
性
格
は
現
実
に
も
貫
か
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
今
や
ま
す
ま
す
農
民
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
土
地
所
有
者
が
農
民
の
吋

B
g
を
期
待
す
る
に
は
一
吋
話
ロ
ぬ
と
い
う
象
徴
の
も
つ
意
味
を
文
字
通
り
に
実
現
さ
せ
る
以
外
に

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
だ
が
、
象
徴
の
果
し
た
役
割
は
以
上
に
止
ま
ら
な
い
。
色
丹
市
田

m
E
g
同

R
Z
や
吋

5
5
の
観
念
は
、
グ

ル
ジ
ト
ヘ
ル
の
手
を
離
れ
て
逆
に
農
民
の
も
.
の
と
な
り
、
彼
等
が
そ
の
利
益
を
主
張
し
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
有
力
な
根
拠
・
武
器

と
な
る
に
至
っ
た
。
今
や
、
「
農
民
は
彼
の
色
丹
市
田

m
R宮
や
旧
慣
を
頑
強
に
主
張
し
、
そ
の
承
認
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
、

彼
の
占
有
権
(
一
阿

W
2
5
2
n
V
5
・
を
改
善
し
、
そ
の
実
質
的
価
値
が
貨
幣
価
値
の
低
下
を
通
じ
て
永
久
的
に
減
少
せ
し
め
ら
れ
る
と
と
る
の

貨
幣
地
代
の
額
を
確
定
し
、
森
林
や
放
牧
地
に
対
す
・
る
彼
の
用
益
権

(
Z
C
G
C口
問
回
日

nZ)
を
領
主
の
権
利
(
出

O
R
g
g
n
E
)
に
対
し
て
拡

‘.、.、.、
..
 

、.、.、.、.、.、.、
... 
、.‘.

張
し
よ
う
と
努
め
る
勺
こ
の
場
合
、
農
民
連
が
そ
れ
ら
を
彼
等
の
包
件
。
回

m
E
g
H
N
R
Z
I
-
-そ
れ
は
決
し
て
古
き
も
の
で
は
な
く
、
微



、

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

、

、

客

ハ

92d

等
の
要
求
に
適
う
も
の
な
の
だ
が

l
iと
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
く
り
返
し
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
」

能
を
い
と
な
む

mwpommggmmn宮
や

吋

5
5一
は
、
決
し
て
往
時
の
そ
れ
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
勿
論
、
領
主
H
農
民
の
関
係
は
、

な
お
人
格
的
・
身
分
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
土
地
貸
借
関
係
も
ま
だ
純
粋
な

pwnZ
で
な
く
前
近
代
的
な
性
格
の
名
残
り
を
多
く

‘
 

止
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
聞
に
は
、
そ
の
対
抗
的
関
係
を
通
し
之
、
明
ら
か
に
質
的
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
又
、
両
者
の
土
地
に
対
す
る
関
係
に
も
新
し
い
影
響
と
な
っ
て
現
れ
て
〈
る
の
で
あ
る
。

(
傍
点
引
用
者
ν
。
こ
の
よ
う
な
機

先
ず
、
グ
ル
ン

F
へ
ル
の
土
地
に
対
す
る
支
配
権
1
1
6
そ
の
公
権
力
的
性
格
ー
ー
は
ど
う
変
っ
た
か
。

前
述
し
た
如
く
、
中
世
に

γ
い
て
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
土
地
支
詑
権
(
の

0422)
は
、
単
な
る
思
想
旦
ロ
自
で
は
な
く
、
完
全
自
衛
能

(2) 
カ
(
4
0
-
z
d
司

岳

民

箆

回

目

的

宮

ぎ

を

前

提

と

す

る

に

ほ

か

な

ら

な

か

・

っ

た

。

(
詞
釦
向
。
ロ
需
要

m
W
E
l
l
「
適
法
お
暴
力
」
(
吋
刊
の
伊
丹
SM岡
田
回
目
習
の
ゆ
毛
色
$
1
1
1
に
基
づ
い
て
獲
得
し
防
衛
す
る
が
故
に
、

出血
W

吋吋回

nymw岸田
mods-H

即
ち

ヘ
ル
は
、
土
地
を
彼
の
武
力

ま
さ
に
グ
ル
シ
ト

し
か
し
て
又
、
こ
の
こ
と
は
、
物
理
的
強
制
権
力
の
独
占
者
た
る
国
家
が
存
在
し
な
か
っ
た
、

、，、.、.、.

そ
れ
故
、
客
観
的
法
(
。
σ一]
O
W
C〈
g
z
n
Z
)
が
す
な
わ
ち
主
観
的
権
利
(
回
忌
志
向
丘
〈
冊
印
刷
同
ゅ
の
宮
)
H
既
得
権

(
2
4
R
Zロ
g
m
o
n
E
)
の
東

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
中
世
法
秩
序
の
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ル
(
土
地
支
配
者
)
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
今
や
、
ラ
ン
デ
ス
ホ

l
ハ
イ
ト
の
成
立

|
l
-ア
ン
デ
ス
ヘ
ル
へ
の
政
治
権
力
(
殊
に
裁
判
権
力
)
の
集
中
1

1
は
客
観
的
法
と

主
観
的
権
利
の
分
離
を
可
能
な
ら
し
め
、
こ
こ
に
品
、
独
白
の
立
場
か
ら
客
観
的
に
、
主
観
的
権
利
を
規
制
す
る
法
秩
序
が
生
み
出
さ
れ
て

い

ρた
。
尤
も
、
中
世
末
期
に
お
け
る
国
家
統
一
へ
の
過
程
段
、
き
わ
め
て
徐
々
的
な
、
し
か
も
複
雑
な
発
療
を
た
ぎ
っ
た
の
で
あ
り
、

か
か
る
客
観
的
法
秩
序
が
、
急
激
に

1
0一
純
粋
な
形
で
出
現
じ
た
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

ιも

3
ダ
ス
ヘ
ル
め
グ
ル
ジ
ト
ヘ
ル
一
一
応
対
寸
必
ず
る
笑
か
的
一
優
越
一
性
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
け
ば
ゆ
く
程
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
が
土
地
に

-101-



対
し
て
有
し
た
支
配
権
の
グ
・
ハ
ル
ト
的
・
公
権
力
的
性
格
一
は
次
第
比
一
薄
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

こ
り
傾
向
は
、
例
え
ば
げ
「
脅
言
語
は
唯
判
決
百
円
宮
山
富
島
容
の
伊
丹
て
の
み
に
よ
っ
て
破
ら
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
~
当
時
の
法

律
書
毛
布

R伊
丹
田

σ宮
町
立
や
ラ
シ
ト
平
和
令

(
E
Eま
色
。
)
等
の
記
述
に
認
め
ら
れ
る
。

「
裁
判
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
も
の
0
4
『
命
吋
ゅ
に
お
い
て
有
す
る
財
物
を
奪
わ
れ
な
い
」

(
ω
R
V
8
5立
。
明
日
戸
山
口
千

-102-

吋
冊
。
伊
丹
同
一
円
斗
。
)

「
裁
判
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
も
自
己
の
の
作
者

mg
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
」

(
ω
2
F
2
5立
高

σ
-
r
b
R
R宮
民
間

時益

「
裁
判
に
お
い
で
奪
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
も
自
己
の
有
す
る
財
物
の
刀

g
呂
田
色
。
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
」
両
日
ロ
宮
田

E
ユ
三

吋
ぬ
畑
町
広
・
ゎ
F

H

]
「
)

。
。
要
。
円
ゆ
が
裁
判
の
み
に
よ
っ
て
破
ら
る
べ
き
だ
と
す
る
原
則
は
、
同
時
に
、
そ
れ
が
裁
判
に
よ
っ
g

て
防
衛
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味

す
る
。
即
ち
、
自
力
(
目
的
g
g
R
v
e
に
よ
る
の
σ当
開
円
。
の
防
衛

l
i
c
o者
問
ゅ
の
一
効
力
た
る
自
己
防
衛
権

E
S
F
w
n
Z
2
5

、
、
.
、
、
.

そ
れ
が
一
裁
判
外
の
攻
撃
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
限
り
!
ー
し
た
が
っ
て
、

F
5
2
R
V
Z
R
)
の
行
使
!
l
は
、

二
次
的
・
例
外
的
な

も、司一

又
、
ブ
ェ

l
Jプ
も
、
そ
の
随
時
随
処
に
お
け
る
行
使
は
禁
ぜ
ら
れ
、
必
ず
裁

判

B
E
m
)
の
場
で
一
定
の
方
式
に
従
っ
て

i
i即
ち
、
裁
判
の
一
手
続
き
と
し
て

1
l行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

も
の
と
し
て
(
}
容
認
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、

戸

、ー

の
よ
う
に
、

ω包ぴ凹仲田
nvzR
は
、
も
は
や
権
利
防
衛
の
中
心
的
機
能
を
い
と
な
む
も
の
で
は
な
い
。
ブ
ェ

l
デ

|
l
c
o
t
s
-
F
富
山

n
Z
の

の
防
衛
は
、
裁
判
に
よ
る
防
衛

l
i客
観
的
法
秩
序
の
場
に
お
け
る
保
障

l
lに
そ
の
席
を
譲
っ
た
の
で

行
使
!
ー
に
よ
る
の
ゆ

4
2
5

あ
る
。

¥ 



、¥

し
か
ら
j

は
、
次
に
、
農
民
の
土
地
に
対
す
る
関
係
は
ど
う
変
っ
た
で
あ
ろ
一
う
か
。

農
民
が
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
に
対
し
て
そ
の
利
益
を
主
張
し
7
丘
序
回

-
m
E
g
同

R
Z
を
武
器
と
し
つ
つ
漸
次
そ
の
社
会
的
承
認
を
獲
得

L
て
い
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
農
民
土
地
保
有
の
権
利
化
、
そ
の
拡
大
強
化
と
い
う
過
程
が
、
か
か
る
領
主
¥
農
民
の
対
抗
的
力
関

係
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
殆
ど
疑
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

F

R

W

守
込

ふ
れ
み

μ

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
同
時
に
、

グ
リ
ゾ
ヒ
ツ
ヘ
ル
ジ
ャ
ブ
?
の
成
立
・
容
観
的
法
と
主
観
的
権
利
の
分
裂
と
い
う
フ
ァ
ク
タ

ー
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
客
観
的
法
が
そ
の
独
自
性
を
症
張
し
、
領
主
と
共
に
農
民
を
も
拘
束
す
る
に
至
る
と

き
、
、
農
民
の
権
利
義
務
は
、
始
め
て
客
観
的
な
保
障
|
|
よ
し
、
そ
れ
が
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
個
人
的
利
益
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

マ
イ
エ
ル
(
昌
也

2
H
年
期
借
地
農
N
2
3
訟
の
宮
尾
)
を
、
予
告
な
き
引
揚
げ
か

ぇ
ー
ー
ー
の
場
を
得
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

「
農
民
保
有
地
は
、

ら
保
護
す
る
と
い
う
国
家
権
力
の
強
力
な
力
添
え
に
よ
っ
て
世
襲
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

も
し

グ
ル

γ
ト
ヘ
ル
が
こ
の
マ
イ
エ
ル
を
解

約
(
与

8
2
2ロ
)
し
よ
う
と
し
て
も
、
国
家
は
、
彼
を
強
制
し
て
解
約
さ
れ
た
農
民
の
代
り
に
他
の
農
民
を
入
作
せ
し
め
、

入
が
減
じ
な
い
よ
う
に
し
た
o

」
(
傍
点
引
用
者
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
農
百
の
領
主
に
対
抗
し
得
る
土
地
用
益
権
が
形
成
さ
れ
る
。

て
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
の
め

4
5
x
tよ
る
保
護

(
W
E
R
E
E
ω
与
吉
H
H
)

の
下
に
存
在
し
た
、

以
て
租
税
収

同

H格唯カ権公の有所地
}土動

い

て

(
Z
E件
以
ロ
色
合
ロ
ぬ
冊
目
aov
有
し
、
そ
れ
よ
り
地
伐
を
収
取
す
る
者
は
、
・
:
そ
の
上
に
信
者
。
円
め
を
有
す
る
」
(
∞

mnZ35巴

i

d

一

j
t
F
J
Z
F
U
H
R
Z
区
間
ど
。
一
初
め
は
単
に
耕
作
権
し
か
意
味
じ
な
い
か
づ
た
農
民
一
の

c
o
d
-ゆ
も
、
領
主
と
の
対
抗
関
係
を
通
じ
て
次
第
に
強

-103-

カミ

〈コ

そ
れ
な
る
が
故
に
、
農
民
の
権
利
の
対
象

ま
さ
に
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
の
ゆ
者
向
ゅ
の
対
象
で
あ
り
出
2
5
6
従
物

(
N
Z
宮町
H
C円
)
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
農
民
一
保
有

地

面

2
0吋ロ包
w
寄
与
は
、
今
や
農
民
が
利
用
す
る
権
利
の
対
象
と
な
り
、
か
く
し
て
、
こ
こ
に
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
所
有
権
と
農
民
の
用

益
権
と
い
う
二
つ
の
土
地
支
配
権
(
の
ゆ

425)
が
重
畳
的
に
並
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
(
土
地
)
を
用
益
と
金
銭
に
お

に
は
な
り
得
、
ず
、



説

そ
/
の
官
襲
化
と
共
に
処
分
権
的
内
容
を
も
包
識
す
る
ま
で
に
至
る
。

¥
 

(〈

2
1
m閉
口
一
色
ロ
ロ
拘
)
が
資
料
に
現
れ
て
く
る
の
は
漸
く
十
四
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
前
置
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
@

-104-

一輪

こ
の
点
に
関
し

プ
ラ

l
ニ
ッ
ツ
は
、

農
民
の
質
入

「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

ν
ャ
ブ
ト
に
お
け
る
農
民
に
と
っ
て
、
彼
等
に
貸
与
さ
れ
た
土
地
を
質
入
す
る
こ
と
は
、
許
き
れ
な
い
と
い
う
の
が
原

則
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
所
有
者
両
日

m
g
E
g
o
S
は
彼
等
で
な
や
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
な
の
だ
か
ら
。
農
民
が
こ
が
に
違
反
す
る
と
き
は
、

彼
の
主
地
ば
交
ル
シ
ト
へ
九
ル
ー
に
復
帰
し
た
。
そ
し
て
、
他
人
の
財
産
を
処
分
し
た
の
で
忘
る
か
ら
、
彼
自
身
も
重
く
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
領
主
は
、
そ
の
判
断
に
基
づ
き
農
民
に
質
入
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
か
か
る
許
可

あ
る
質
入
は
完
全
に
有
効
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
許
可
は
、
例
え
ば
、
質
入
の
後
一
年
と
一
日
の
う
ち
に
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
の
向
意
が

請
願
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
原
則
が
確
立
さ
れ
あ
に
至
っ
た
と
き
、
戎
る
程
度
、
純
形
式
的
な
行
為
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
の
グ
ア
イ
ス
テ

4
1
マ
1
は
、
農
民
に
、
彼
が
耕
作
す
る
農
地
に
つ
い
て
の
、
広
汎
且
つ
自
由
な
処
分
権
能
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
こ

グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
ジ
ャ
ブ
ト
に
属
す
る
自
由
農
民
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
彼
等
は
、
更
に
、
そ
の
遺
産
を
領
主
の
同
意
な

し
に
質
入
す
る
こ
と
が
地
来
た
。
し
か
し
て
、
同
様
の
』
こ
と
が
、
主
と
し
て
荘
園
の
諌
農

(
C
E
E
Eユ
唱
)
に
つ
い
て
、
そ
し
て
教
会
の

隷
農
(
閃

5
v
g
g一
江
曹
)
に
も
、
，
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
9

屡
々
質
入
の
権
利
と
同
様
に
売
却
の
権
利
(
皆
印
刷
向

R
Z
S
S
〈

2
E
E
)
が

認
め
ら
れ
、
時
に
は
質
入
の
権
利
の
み
が
承
認
さ
れ
た
J

否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」

と
は
、
先
ず
、

一
般
に
、
自
由
な
、
殆
ん
ど
無
制
限
な
質
入
の
容
認
が

り

一方、

今
や
全
く
所
有
権
に
近
い
も
の
と
必

グ
ル
マ
ト
ヘ
グ
の
上
級
ゲ
グ
ェ

l
レ
は
、
殆
ど
地
代
収
取
権
を
ー
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
農
民
の
下
級
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
は
、

か
く
し
て
、

か
つ
て
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
が
有
し
た
土
地
支
配
権
の
公
権
力
的
性
格
は
、

こ
こ
に
根
本
的
な
変
質
を
と
げ
る
に
至
っ
た
。
そ

れ
t土

い
わ
ば
、
封
建
制
社
会
の
解
体
期
に
照
応
す
る
の
ゆ
当

2
0
の
姿
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
律
書
(
問

R
Z
§
p
n
y
o吋
)

、民



ミ場

旬、 J

S 

、.、，、.、.、，

e

、，、.

に
示
さ
れ
て
い
る
の

2
0誌
は
、
か
く
変
質
し
つ
つ
あ
る
¥
又
は
変
質
せ
る
の

2
3
と
し
て
把
握
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J
」

、、、、

b
h

の
点
を
看
過
し
て
、
法
律
書
に
あ
る
の
句
者
向
ゆ
す
な
わ
ち
中
世
的

D
S
S話
、
と
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
、
従
来
の
の
め
名
作
目
研
究
の
少
な

か
ら
ざ
る
失
陥
が
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

封建的土地所有の公権力的性格同

川

g宮
由
の
『
ロ
ロ
島

H3zovmwp
な
る
設
が
、
「
領
主
の
穣
利
が
人
に
対
す
る
支
配
権
を
合
主
ず
、
車
ら
土
地
に
対
す
る
支
配
権
に
還
元
さ
れ
る
に
至
ワ
た

状
態
宕
一
不
す
も
の
」
で
あ
っ
℃
ミ
「
純
粋
な
茶
園
制
」
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
世
良
「
封
建
制
社
会
の
法
的
構
遁
L

一
六
四
官
民
(
註
)

を

参

照

さ

れ

た

い

。

}

一

-

凶
農
奴
解
放
(
切
担

g
s
z
p
a
g
m
)
は
、
そ

φ
言
葉
が
憶
す
如
〈
、
完
全
な
自
由
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
農
民
が
グ
ル
ン
ト
へ
ん
の
支
慨
下

か
ら
ラ
ン
」
ア
ネ
へ
ん
の
支
配
の
下
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
空
な
い
。
だ
が
、
「
中
世
に
お
い
て
は
「
自
由
身
分
」
と
い
う
概
念
は
相
対
的
な
概

念
で
あ
り
、
農
民
が
も
は
宇
グ
ル
ン
ト
へ
ル
の
支
配
に
服
し
て
お
£
ザ
、
ラ
ン
J
T
λ

へ
ル
に
服
属
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ

た
の
で
あ
る

J
(
ミ
サ
ダ
イ
ス
、

t

世
良
訳
、
一
一
三
九
頁
〉

同
区
・

4
司

S
O
F
羽
田
司
宮
岳
民

Z
m
g
n
z
s
g
j砕
g
?な
お
、
ペ
ロ
ウ
、
掘
米
訳
、
一
一
一
一

O
!
一
一
良
参
照
。

e

イ
ロ
ウ
は
、
夏
に
、
ア
ロ
1
ン
ホ
ツ
7

の
管
理
人
た
る
荘
司
(
淫
白
山
由
司
)
の
荘
園
領
主
化
と
そ
れ
に
対
す
る
旧
来
の
グ
ル
ン
ト
へ
ル
の
対
抗
策
が
、
ヴ
ィ

リ
カ
チ
オ
ン
制
の
解
体
(
農
好
解
放
〉
の
一
要
因
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
ハ
ペ
ロ
ゅ
、
娼
米
訳
、
二
一

o
l
一一一一一一真)。

凶
グ
ル
ン
ト
へ
ん
の
農
民
に
対
す
る
経
済
外
的
強
制
ハ
人
的
な
支
配
権
カ
)
が
次
第
に
弱
ま
っ
て
ι
い
っ
た
こ
と
は
、
農
民
の
「
土
地
緊
縛
」

3nvo--o守

関
与

g
E
S
Z目
立
が
徐
キ
に
崩
れ
て
ゆ
く
遁
殺
に
照
し
で
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
、
宿
命
的
な
拘
束
か
ら
逃
れ
ん
と
す
る
農
民
は
、
新
し
い

環
境
を
求
め
て
、
都
市

1
1
1都
市
の
空
気
は
自
由
に
す
る
」
£

E
含
Z
3
5担
。
耳
骨
冊
目

3
1
i
や
他
の
移
住
地
(
未
墾
地
)
へ
と
流
れ
て
い
づ
た
。

折
か
ら
、
内
陸
植
民
の
遊
園
依
や
黒
死
病
の
蔓
延
に
よ
っ
て
農
村
の
一
人
口
は
激
減
し
、
た
め
に
、
領
主
は
、
農
業
労
働
力
を
確
保
し
て
そ
の
流
出
を
防
ぐ
上

か
ら
も
、
農
民
に
有
利
な
条
件
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
〈
な
っ
た
。
中
世
末
期
に
お
け
る
自
由
移
住
権
(
吋
円
四
一
目
。
関
山
間
W
白
目
立
の
賦
与
は
そ
の
条
件
の

一
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が

1
i会
粉
、
一
定
の
代
償
金
を
支
払
っ
て
、
農
民
が
自
由
移
住
権
を
購
う
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
た

1
1、
十
五
・

六
世
紀
の
が

7
イ
ス
テ
ェ

1
7
1
は
農
民
の
都
市
へ
の
移
住
権
を
認
め
て
お
り
ハ
北
村
忠
夫
「
後
期
中
世
独
遜
農
村
社
会
の
自
由
L

史
学
雑
誌
五
九
編
一
一
一

号
八

O
頁
以
下
)
、
か
〈
て
、
土
地
緊
縛
に
よ
る
農
民
支
聞
は
殆
ど
そ
の
実
質
を
失
う
に
室
ワ
た
。

切
ベ
ロ
ゥ
、
堀
米
訳
、
一
↓
一
一
四
頁
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同
開
ペ
ロ
ゥ
、
周
一
止
、
v
v
r

一
問
問
。
頁

的
の
み
な
ら
ず
、
「
単
純
な
借
地
関
係
は
決
し
て
測
る
え
こ
ろ
で
ー
簿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
」
、
西
部
ド
イ
ツ
の
一
部
を
除
く
爾
余
の
部
分
及
び
中
部
ド
ィ
、

ツ
で
は
、
古
き
制
度
は
依
然
と
し
て
残
存
し
、
む
し
ろ
化
:
石
化
し
た
の
で
あ
る
ハ
ベ
ロ
ゥ
、
期
米
訳
、
一
三
五
頁
〉
。

削
「
こ
の
〔
へ
ん
と
農
民
の
〕
相
互
信
頼
位
、
定

E
S
S
R同
盟
旬
。
の
関
係
こ
そ
は
、
ま
さ
応
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
ア
ト
の
内
部
で
く
り
怒
じ
悲
匙

さ
れ
る
無
数
の
矛
盾
対
立
を
克
服
す

3
0」
(
0・
即
時

S
E吋
w
F
S円四ロ出品

m
s
a
Sえ
Fm-
∞
勾
)

ゅ
。
・

ω
E
S
F
P
B・
o・
-m・
8由

同
中
世
社
会
を
吹
き
ま
く
っ
本
7
z
l
J
T
の
嵐
は
、
十
一
世
紀
以
来
発
せ
ら
れ
た
数
々
の
-
フ
ン
ト
平
和
令

(
F担
出
先
立
色
。
)
~
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し

で
止
む
こ
と
は
な
く

l
i
一
一
一
三
五
年
の
マ
千
ン
ツ
の
ラ
ン
ト
平
和
令
(
冨
包
国
語
司

F
S忠
弘
包
由
)
も
、

7
ェ
l
J
T
を
禁
止
す
る
ま
で
に
は
歪
ら
ず
、
ア

ヱ

l
J
T
に
先
立
り
て
裁
剣
上
の
和
解

(
Cえ
各
島
由
)
を
試
み
る
こ
と
を
要
涼
し
て
い
る
に
過
夜
、
な
い
1

i
、
一
四
九
五
年
の
永
久
一
フ
ン
ト
平
和
令
宏
司
芯

2

F
s
a江
ao)
は
、
一
切
の
実
カ
行
使
1
1
1
等
族
相
互
関
の
そ
れ
を
も
含
め
て
ー
ー
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
の
平
和
令
に
実
効
性
を
与
え
る
に
必
要
な

執
行
カ
を
欠
い
て
お

p
、
ア
工

l
J
T
は
、
「
十
六
世
紀
に
な
ワ
で
も
な
お
、
政
治
生
活
の
画
像
の
不
可
欠
の
一
部
を
な
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
(
ミ
ツ
タ

イ
ス
、
世
良
訳
、
一
一
一
四
六
式
。
な
お
、
同
書
凡
「
↓
↓
↓
「
一
一
一
頁
、
円
一
一
四
ぺ
頁
以
下
、
堀
米
庸
一
ニ
「
中
世
国
家
の
構
造
」
九
一
一
良
を
参
照
)
。
叉
、
ラ
ン
デ
λ

ホ

.
ー
ハ
イ
ト
に
お
い
て
ラ
ン
ヂ
九
へ
々
に
対
抗
し
た
等
族
の
人
氏
支
配
権
伝
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
主
観
的
権
利

(
E
Z。
E
2
8
見

S
E
)
に
ほ
か
な
ら
な

か
ワ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
完
全
な
意
味
に
お
け
る
客
観
的
法
秩
序
は
、
絶
対
制

(
p
v
g
E江
田
宮
口
問
)
の
成
立
、
即
ち
一
、
等
族
の
失
な
ワ
た
主
観

的
権
利
を
一
身
に
集
中
し
、
独
り
家
庭
制
国
家
的
支
配
を
行
っ
た
|
|
そ
れ
故
、
そ
こ
に
お
け
る
客
観
・
的
法
秩
序
と
は
、
絶
対
君
主
の
個
別
的
意
志
が
具

-

魂
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
1
l
l
絶
対
君
主
d
出
硯
を
侠
っ
て
、
始
め
て
存
在
し
得
た
と
い
え
よ
う
。

凶
の
広
島
m
r
U司
何
回

u
m・
M

g

-

N

S

.

同
例
え
ば
、

r
s
g自
立
晶
亀
岡
L

自
身
冊
目

Z
F
由

国

帥

N
I町

脚
冨
・

4『白
V
R
認
可
同
日
各
え
宮
内
白
血
ロ

E
n
F
E
m
-
S
F

同

国

-
E
E母
体

N
I
u
g
u
g
g
o
E
C
E呈
R
F
E
Sロ
F
p
g
g
"
m
W
4
N
R

、

同

C
号
5
・4
司
冊
目
由
主
B
2
H
N
8
6の
グ
ア
イ
ス
ト
ウ
ム
は
次
の
よ
う
に
ヰ
ヘ
て
い
る
。

「
土
地
の
所
有
権
は
農
民
に
、
地
代
は
へ
ん
に
在
る
L

E

司
自
己
色
白
色
肉

8
2
E
P
宕
間
関
口
仲
田
町
け
倉
田
吉
当
日

E
E
ロ
ロ
島
内
出
品
目
吉
田
島

S

Z司
5
3

一回

m
g
-
R
H
g
a
g
a
s
s
ι
g
u
g
g
o
y
g
甲山
4F許可
onZ胆
Hwm-g
よ
り
引
用
)
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側
こ
の
段
階
に
お
け
る
グ
ル
ン
}
へ
ん
の
の
2
『
@
g
は
、
か
な
ヲ
閑
接
的
・
観
念
的
な
性
一
絡
を
幣
ぴ
る
に
至
っ
て
い
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

・
も
、
一
方
に
お
い
て
、
農
民
の
の
2
『
白
g
は
処
分
権
的
内
容
を
も
ワ
ま
で
に
強
化
さ
れ
て
き
て
お
り
、
た
め
に
、
グ
ル
ン
ト
へ
ん
の
の
2『
0
8
が
次
第
に

そ
の
実
質
的
内
容
愛
国
明
め
つ
つ
あ
3

た
こ
と
も
否
定
出
来
た
い
で
あ
ろ
う
。
/

こ
の
白
川
に
関
し
て
、
ホ
イ
ス
一
7
1
は
、
防
ア
イ
ス
テ
一
ユ

I
マ
レ
の
!
規
定
〈
註
闘
を
参
照
)
を
引
用
し
つ
つ
、
計
抗
菌
法
上
実
質
的
な
所
有
権
は
農
民
に

t
d

‘

、

、

、

、

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
グ
ル
シ
ト
〈
ん
は
荘
園
法
上
の
由
4
4
2
0
を
宥
し
な
か
っ
た
の
だ
と
さ
え
云
ワ
て
い
る
。
即
ち

i
l
¥
「
義
国
法
団
体

に
存
す
る
土
地
は
、
領
主
館
に
録
属
七
占
フ
ン
ト
法
か
ら
疎
外
さ
れ
た
隷
農

(
E
5
8互
に
貸
与
さ
れ
る
。
:
:
:
荘
園
法
の
下
に
あ
る
隷
農
は
、
ラ
ン
ト

法
上
権
利
総
カ
や
行
為
能
カ
を
も
た
ず
、
彼
等
の
土
地
(
N
Z即
時

C
C
を
一
巧
ン
ト
裁
列
所
に
お
い
〆
て
護
る
と
い
う
状
態
に
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
ラ
ン
ト

法
上
及
び
一
フ
ン
ト
裁
列
所
で
は
、
単
に
領
主

(
N同
信
号
発
可
)
の
み
が
の
曲
者
0
5
を
有
す
る
の
で
あ
る
:
・
:
。
し
か
し
・
:
!
?
ン
ト
法
上
土
地
の
所
有
者

(
自
問
自
答
百
)
と
し
て
現
れ
る
グ
ル
ン
ト
へ
ん
は
、
彼

κ隷
属
す
る
農
民
全
体
に
対
す
る
支
配
権
B
2
g
o
U
P
E
E
n
E
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
」

(
国
自
己

R
F
F
口
ω
-
g
y
q
「
そ
れ
E
2
5
0
v
t
g
S
O
F
β
は
、
一
フ
ン

b
法
上
は
:
・
:
盟
問
g
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
、
荘
園
法
の
領
域
の
中

で
は
、
そ
れ
自
体
か
か
る
意
味
を
も
っ
て
混
用
ず
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
荘
氏
(
出
O
R
一
@
出
金
8
0
)
に
対
し
て
巴
穏
当
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
も
な
く
、

o
F
E
E
d
s
-
ト
智
5
n
E
P
で
あ
る
と
こ
る
の
|
|
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
荘
園
法
団
体
に
お
い
て
は
、
農
民
の
土
地
に
対
す
る
権
利

は
、
そ
れ
自
体
配
国
法
的
な
国
有
自
g
g
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
出

3
は
そ
れ
を
普
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
O

L

(

凶

g
Z
L
E
-

H
，
m
-
8
)
0
か
く
て
、
「
土
地
の
の
申
」
司
自
g
の
所
持
者
が
呉
氏
で
あ
勺
グ
ル
一
ン
ト
へ
ん
で
な
か
っ
た
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
」
(
E
巳
・
回
m
-
U
N
)
C

「
何
故
な
ら
、
グ
ル
シ
ト
へ
ん
の
権
利
は
厳
に
凶
器
に
対
す
る
権
利
た
る
に
止
ま
り
、
し
た
が
っ
て
荘
園
裁
列
所
に
お
い
て
は
所
有
権
(
盟
問
。
ロ
E
g
)

と
し
て
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
H
口
忠
・
H
m
'
臼
田
)

、.、.、.、，、.、.

ホ
イ
ス
ラ

I
の
理
一
論
は
、
修
正
せ
ら
る
べ
き
点
l
l
t例
え
ば
、
グ
ア
イ
ス
テ
i
l
マ
ー
に
現
わ
れ
た
農
民
の
の
0
4
『
由
苫
を
直
ち
に
中
世
に
お
け
る
の
品
詞
旬
。

一
般
と
考
え
て
い
る
点
、
中
世
後
期
に
お
け
る
グ
ル
ン
ト
へ
ん
シ
ャ

7

ト
の
変
質
を
み
な
い
で
、
グ
ル
ン
ト
へ
ん
の
ロ
O
B
E
E
H
を
「
農
民
一
金
体
に
対

す
る
支
配
権
(
同
2
2
0
v
a
z
z
n
v
g
」
と
理
解
し
て
い
る
点
等
に
ワ
い
て

i
卜
含
多
〈
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
中
世
末
期
に
お
け
る
農
民
の
土
地
に
対

す
る
関
係
を
示
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
『
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
と
い
え
y
し
も
、
グ
ル
ン
ト
へ
ん
は
、
地
代
の
牧
取
と
い
ち
形
に

お
い
て
尤
泌
を
利
用
(
回
忌
N
g
v
し
た
の
で
あ
担
、
し
た
が
っ
て
、
彼
が
土
地
に
対
し
な
お
一
定
の
支
配
権
(
の
自
宅
2
0
)
を
有
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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論

わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
、

そ
の
重
畳
的
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
(
目
。
町
民

RVO

C
9
5
5
)
に
関
す
る
理
論
を
般
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
、
主
と
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
リ
V

ュ
ピ

l
ゲ
ル
そ
の
他
の
法
律
書
(
問

Rvgt

ド
イ
ツ
法
制
史
学
に
お
け
る
の
何
者

m
R
の
塑
像
、
殊
に
、

gnvo吋
)
や
中
世
後
期
に
お
け
る
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

l
マ
ー
を
基
礎
に
語
ら
れ
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
端
緒
と
し
て
、

σ安
川
町
常
時
代
以
前
の
の

2
2
5
に
つ
き
、
そ
れ
を
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

V
ャ
ブ
ト
に
お
け
る
領
主
H
農
民
の
関
係
か
ら
考
察
し
よ
う

同
州

onygs

と
試
み
た
。
即
ち

l
l

グ
ル
シ
ト
ヘ
ル

V
ャ
ブ
ト
1

1
領
主
の
土
地
と
人
聞
に
対
す
る
支
配
権
(
国
男

g
n
E
F
B
5
2
E
m
m
d司
O
E
-
-は、一一
E
5

の
も
つ
イ
ン
ム
l
y
的
性
絡
が
家
長
(
出

E
m
g
R
)
の
ラ
シ
ト
法
上
の
行
為
能
力
(
出
山
口
色
ロ
ロ
号
訴
E
m
-
5
5
1
1
i武
力

(4E図
。
ロ
向
。
者
乱
立
、

先
ず
、

し
た
が
っ
て
、
武
装
能
力
(
詞
釦

m
g
B
E
m
z
g、
完
全
な
自
衛
能
力

(g-zd『
与
え
竪
町
宮
室
、
プ
ェ

i
デ
行
使
能
力

{
F
E
O
B
E
m
Z
E

-
-
に
よ
っ
て
保
持
せ
ら
れ
拡
大
し
続
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
領
主
権
力
(
出
向
日
ロ
関
当
仰
ぎ
は
、
本
源
的
に
は
家
権

力
(
出

mgmods-e
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
じ
た
が
っ
て
又
、
そ
れ
は
、
家
産
制
的
な
支
配
権
(
℃
釦
可

-goE色
。
出
向
吋
円
』

由
n
g豆
、
宮

E
F，

W
Y
E
N
S仏
ωnv吉
P
〈
。
鴨
巴
と
し
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
故
に
、
領
主
日
農
民
の
関
係
は
、
家
長
官

E
昏
再
三

と
家
属
(
国
き
田

g
弘
容
)
、
保
護
支
配
(
〈
。
R
Z
)
と
家
権
力
へ
の
投
托
(
百
ロ
盟
宮
宮
内
同
庁
国
防

g
m作
者
色
丹
)
U
K
F
ロ
g
m
g口
、
即
ち
、

一
方

的
な
隷
属
関
係
官

5
8
E
M刷
O
K
F
σ
V
釦
ロ
肉
片
側
宮
町
師
、
〈
再
開
邑
宮
芝
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
、
次
に
、

主
・
農
民
の
土
地
に
対
す
る
関
係
は
、
両
者
の
か
か
る
関
係
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
、
即
ち
、
土
地
の

領

。
。
割
合
目

は
ま
さ
に
領
主
に
帰

属
し
た
の
で
あ
の
て
〆
農
民
は
、

ヘ
ル
の
出
釦

5
に
隷
属
一

(mmggロ
)
し
つ
つ
土
地
の
上
に
在
住
し
た

(
田
由
民
知
民
【
目
。

B
C
Eロa
m
w
)

に



同
門槍糊カ繍

↑
ょ
爪
h
{

↑の有地
な
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
教
授
の
指
摘
は
ま
さ
に
正
当
で
あ
る
と
い
わ
な
ミ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
地
支
配
と
人
間
支
配

一

い
一
昨
の
か
か
る
結
合
関
係
が
、
寸
所
有
権
宗
主
主
と
こ
ろ
の
、
一
定
の
、
人
間
の
人
聞
に
対
す
る
支
配
と
そ
の
強
制
(
経
済
外
的
叫
が
」

《

44M

l

ハ
傍
点
、
引
用
者
)
と
い
う
把
握
に
直
ち
に
結
び
イ
か
な
い
こ
主
序
論
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

民生

/ 

、台

〆

過
ぎ
ず

彼
が
耕
作
す
る
土
地
は
、
領
主
の
家
(
国
民
話
口
宮
内
)
の
従
物

(
N
ロ
Z
V
C
円
)
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、

彼
の
完
全
自
衛
能
力

(
g
-
S
4
F
V吋
B
E
m
Z
R
)
を
前
提
と
し
た
支
配
権
力
(
出
耳
目
岳
民
同
回
想
4
5
5
H
イ
ン
ド
山

領
主
の
の

2
2
5
は、

ユ
ア
ー
ト

(Hggg口
幹
曽
田
円
ゅ
の
伊
丹
)
と
し
て
現
れ
た
と
と
、

時
岳
民

oggN山H
E
l
-
-に
お
け
る
ヘ
ル
の
支
配
権
(
図
。
尽
田
与
え
丹
)
が
彼
の
武
力
(
君

mRmwzo毛
色
丹
)
に
よ
っ
て
保
持
・
拡
大
さ
れ
来
っ
た

い
わ
ば
、
領
主
が
そ
の
適
法
な
ゲ
バ
ル
ト

AgnZ冒
険
即
位
唱
の
め
毛
色
丹
)
に
よ
り
正
当
に
獲
得
し
た
朕
態
に
ほ
か
な
ら
な
か

正
当
な
権
力
行
使
の
独
占
有
古
富
。
ロ
。
。
。

-
-
a
E
g
o吋
の
ゆ
者
包

gロ
4
5ロ円四
HEm)
を
要
求
す
る

そ
ψ

れ
は

国
内
富
田
の
イ
ン
ム

1
ン
な
地
域
!
i
i
特
殊
平
和
地
域

(ω
。ロ仏巾司
t

も
の
で
あ
り
、

っ
た
こ
と
、

し
か
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、

国
家
が
存
在
し
な
か
っ
た
中
世
社
会
に
、
お
い
て
、
む
し
ろ
当
然
の
帝
結
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
・
、
そ
れ
は
、
中
世
末
期
に

4
ノ

'

お
け
る
領
主
・
農
民
の
の
か
d
S
H
O
-
-私
的
な
権
利
(
耳
目
4
m
R
R伊
丹
)
の
対
象
と
な
っ
た
の

2
2
5
1ー
と
そ
の
本
軍
ー
を
異
に
す
あ
も
の

〆

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
具
体
的
な
検
出
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
b

と
れ
を
以
て
、
一
先
ず
、
封
建
的
土
地
所
有
の
公
権
力
的
性
格
に
関
す
る
拙
い
考
察
を
終
り
た
い
。

以
下
、
「
序
論
」
に
お
い
七
述
べ
た
二
三
の
問
題
に
た
ち
か
え
り
つ
つ
、
若
干
の
考
論
を
そ
え
て
結
論
に
代
え
る
こ
と
に
占
し
よ
う
。
。

ω
川
島
教
授
は
、
封
建
制
社
会
に
お
い
て
、
領
主
の
土
地
支
配
は
、
そ
の
隷
農
に
対
す
る
人
的
支
配
と
寸
直
接
的
に
結
合
さ
れ
勺
」

お
り
、
領
主
は
、
「
隷
従
関
係
と
い
う
社
会
関
係
を
と
お
し
て
同
時
に

!
i隷
農
と
同
時
に

1
1こ
の
土
地
を
支
配
」
し
た
の
だ
と
い
わ

グ
ル
シ
ト
ヘ
ル

V
ャ
ブ
ト
が
領
主
の
土
地
と
人
聞
に
対
す
る
支
配
権
(
出
向

wq聞
の
伊
良
同
)
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る

れ
る
。

即
ち
、
，

一、109ー

グ
ル
U
J
L
t

ヘ
ル
の



白川J

L 

F 

そ
れ
ヵ:
そ、
れ、
白、
体、
の、

中3

にB

そ
の
本

のゆっ者

-gFが
ミ
「
支
配
権
力
三
国
魚
崎
話
各
号
制
雪
量

-fk
ほ

か

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

質
的
内
容
と
じ
で

l
l
i
g
g丹
(
人
間
に
対
す
る
支
配
)
を
含
舎
で
い
た
こ
乏
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
中
世
に
お
い

論
て
、
土
地
に
対
す
る
支
配
韓
首
命
者

R
S
を
有
す
る
U
も
の
の
多
く
は
、
同
時
に
、
人
聞
に
対
す
る
支
配
権
(
冨
ロ
ロ
同
)
を
も
有
し
得
た
。
換

言
す
る
な
ら

4

人
間
に
対
し
て
支
配
権
を
行
使
出
来
な
い
程
の
者
は
、
又
の

04司
m
間
同
ゆ
を
も
有
し
得
な
か
っ
た
の
で
ふ
め
る
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
っ

J

て
、
わ
れ
わ
れ
は
の
ゆ
詞

0
5
が

B
Z
H停
を
一
含
む
も
の
吃
あ
っ
た
な
乙
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
?
中
世
に
お
い
て
、
冨
ロ
丘

と
の

0
4
2
5
が
同
一
人
た
る
グ
ル

Y
ト
ヘ
ル
に
帰
し
た
の
は
、

C
2
2詰
が

冨

C
E
を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
の
め

4
2
5
も
宮
口
巳

も
、
ヘ
ル
の
の

g
S
F
宮

R
宮
と
い
う
共
通
の
前
提
の
上
に
存
在
し
得
た
か
ら
J
|
l
Eロ
呈
が
冨
ロ

E
Z
R
の
完
全
自
衛
能
方
(
〈
。
口
。

君
。
宮
司
内
紛
EmwoX)
を
前
提
と
し
た
よ
う
に
、
'
の

0
4
2
5
も
の

mW45円命日ロ
vmw一Z
H
の
完
全
自
衛
能
力
を
前
提
と
し
た
か
ら
ー
ー
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
即
ち
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
は
、
冨
ロ
ロ
円
の
故
に
の
何
者
命
日
を
有
し
た
の
で
も
な
け
れ
品
、
の
作
者
向
ゅ
の
故
に
冨
ロ
ロ
同
を
行
使
し
得

た
わ
け
で
も
な
く
、
富
民
ロ
け
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
存
在
し
得
た
と
こ
今
の
、
彼
の
武
力

(4FRgm何
者
色
丹
)
の
放
に
、
品
。

2
お
円
ゆ
か
一
有
し

-110ー

-
た
の
で
あ
る
・
。

宅島

次
に
、
の

04司
0
5
の
性
格
を
現
実
的
支
配
と
い
う
点
に
見
出
す
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
現
実
的
支
配

1
1ド

、.、.

イ
ツ
の
学
者
の
表
現
を
か
り
れ
ば
、
「
事
実
的
支
配
し
(
宝
島
監

5
0
出
2
2岳
民
同

)
1
1と
ぜ
い
う
面
か
ら
の
み
把
え
る
こ
と
は
、
少
し
く

、

疑

問

な

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

¥

一
中
世
に
お
い
て
、
農
民
は
、
家
属
(
同
E
M
V
O
ユmo)
と
し
て
領
主
に
隷
属
し
つ
つ
、
農
民
保
有
地
(
同
丘
ゆ
)
を
占
有

(σ258)
し
、
そ

土
地
に
対
す
る
現
実
的
(
事
実
的
)
支
配
が
認
め
ら
れ
る

G

し
か
し
な
が
ら
、
農
民
の

さ
き
に
本
論
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
、
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

νャ
ブ

(2) 
れ
を
白
己
経
営
し
た
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、

か
か
る
土
地
保
有
を
の
ゆ
」

2
5
と
春
倣
し
得
な
い
こ
と
、

f 

/ノ



J 

~"， 

F 

. 
F 

干
に
お
け
る
農
民
の
現
実
的
土
地
支
配
問
、
亘
ち
に
、
、
そ
れ
が
権
利
|
|
領
主
に
対
す
る
ー
ー
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
一
も
の
で
は
な

い
。
即
ち
、
農
民
の
土
地
支
配
が
、
下
級
ゲ
グ
ェ

I
レ
と
し
て
領
主
の
上
級
グ
ヴ
ェ

1
レ
に
対
立
す
る
に
至
る
に
は
、
統
一
的
国
家
形
成

の
過
程
に
お
け
る
領
主
権
力
の
後
退
・
農
民
の
領
主
に
対
す
る
抗
争
・
客
観
的
法
秩
序
の
成
立
等
、
経
済
的
・
社
会
的
・
政
治
的
諸
条
件

の
変
化
を
侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
中
世
に
お
け
る
の
0
4
4
R
ゅ
の
全
容
は
ラ
こ
れ
を
、
現
実
的
支
配
と
い
う
性
格
の
面
か
ら
だ
け
で
は
、
充
分
に
把
え
る
こ

同

Hr
各
ろ
う
。
だ
が
、
事
態
は
全
く
逆
で
あ
る
。
彼
は
、
国

mg
を
'
有
す
る
が
故
に
、
し
た
が
っ
て
、
完
全
な
自
衛
能
力

(g-Z要
。
宵
E
E
m
w
a
s
-

生

、

附

プ

ェ

l
J
7
行
使
能
力
(
同
島
内
庁
内
似
EmwOR)
等
-
ブ
ン
ト
法
上
の
行
為
能
力
を
有
す
訟
が
故
に
、

E
0
5
5
2ョ
・
の
司
ロ
ロ
品
目
5
q
m
n宮
内
同
〔
土
地
に

4

力

?
J

、

湘
対
す
る
の
ゆ
者
向
B
U
を
有
す
る
の
で
あ
毛
}
。
即
ち
、
彼
は
、
隷
農
を
支
配
ー
た
が
放
に
の

2
2
2
を
有
し
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
土
地

3

.

〆

門
d

，、、

怖
を
現
実
に
耕
作
す
る
が
故
に
の

0
4
2
B
を
有
し
た
の
で
も
な
い
。
彼
は
、
土
地
を
「
適
法
な
ゲ
バ
ル
ト
」
(
円

5
5
5日

mops-e
を

概
以
て
防
衛
す
る
が
故
に
、

F
F
E
N
S仏
即
日
岡
町

g
に
お
い
て
有
す
る
が
故
に
、
ま
さ
に
の

2
1
0
2
Z
E
Z円
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宇

土

、

-

，

h-

ーι

働
だ
が
、
本
稿
が
果
し
て
中
世
的
。
σ
4
2
5
の
本
質
・
封
建
的
占
地
所
有
の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
允
か
、
白
ら
省

i
J
 

Y
3
'
み
て
恒
慌
た
る
も
の
が
あ
る
。
殊
に
、
本
稿
の
考
察
は
、
グ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
ー
や
そ
の
他
の
資
料
に
よ
る
、
具
体
的
な
実
証
の
裏
付
け

と
が
由
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
隷
属
す
る
人
々
を
蔚
す
る
こ
と
な
く
、
騎
士
的
人
間
の
家
族
が
白
ら
耕
作
す
る
二
・
一
一
一
エ

ー
カ
l
の
土
地
を
も
っ
ふ
騎
丸
」
吉
原

5
5
5
の
自
由
農
地
(
匂
百
戸
室
)
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
、
そ
の
支
配
す
べ
き
農
民

(
C
E
E
h
/

ZEAW)
を
も
た
ず
、
直
接
的
に
土
地
を
支
配
し
つ
つ
具
体
的
に
そ
れ
を
耕
作
し
て
い
る
も
も
し
、
そ
の
「
現
実
性
」
と
い
う
面
の
み
を

問
題
に
す
る
な
ら
、
彼
の
の
ゆ
J
5
5
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
一

J

般
の
の

0
4
2
5一
が
間
接
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
直
接
的
で
あ
り
、
こ
の
意

そ
れ
は
む
し
ろ
農
民
が
土
地
に
対
七
て
有
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
ヨ
2
2
に
近
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ

味
に
お
い
て

唱静

4
'
A
 

4
i
 

4
1
 



を
も
う
て
は
い
な
い
U
J

む
の
意
味
に
お
[
れ
実
以
主
は
全
r

く
一
試
論
め
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。

今
後
更
に
研
究
を
続
け
て
他
日
を
期
し
た
い
。

不
充
分
な
点
や
残
さ
れ
た
ゐ
問
題
に
つ
い
て

ノー

川
川
島
寸
所
有
権
法
の
議
論
」
七
五
頁

伺
川
島
「
所
有
権
の
観
念
品
泊
」
法
一
協
六
一
一
容
六
号
一
一
回
頁

掛
川
島
「
所
有
権
法
の
理
論
」
一
一
一
〆
一
一
貝

川
聞
こ
の
よ
う
な
把
握
は
か
な

P
有
力
で
あ
る
。

例
え
ば

l
l
l

、.、.、.、.、.、，、.、.、，、.、.、.、.、.

「
封
建
的
土
地
所
有
の
基
礎
条
件
た
る
、
土
地
所
有
の
独
占
一
労
働
力
の
土
地
へ
の
緊
縛
、
及
び
農
奴
制
的
牧
取
関
係
に
お
け
る
領
主
的
「
恋
意
性
」

の
緩
保
は
:
:
:
。
」
ハ
傍
点
引
用
者
)
(
高
縞
拳
八
蘇
「

J

近
代
社
会
成
立
史
論
」
一
一
八
頁
)

「
封
建
的
土
地
所
有
は
、
第
一
義
的
生
産
手
段
と
し
て
の
宮
の
き
そ
た
る
土
地
に
対
す
る
私
的
支
配
権
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
組
織
の
き
そ
と
し

、，、，、，、.、.、，、.、.、.‘，、.、.、.、.、.

て
、
そ
の
中
に
公
的
な
権
利
義
務
の
す
べ
て
の
構
造
を
含
む
」
(
傍
点
引
用
者
)
ハ
渡
辺
洋
一
戸
一
「
日
本
に
お
け
る
前
近
代
的
所
有
の
務
類
型
と
そ
の
支
配
関

係
人
思
想
一
九
五
四
年
一
-
一
号
三
六

O
賞
、
な
お
、
渡
辺
「
封
建
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

L
H
法
社
会
学
五
号
五
一
ー
l
ご
頁
を
参
照
)

こ
れ
ら
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
可
封
建
的
土
地
所
宥
」
な
る
語
は
、
む
し
ろ
グ
ル
ン
ト
へ
今
シ
ャ
フ
ト
の
内
容
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
が
如
く
で

あ
る
へ
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
十

7

ト
を
「
封
建
的
土
地
所
有
」
と
呼
ぶ
ζ

と
自
体
適
切
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
。
・
回
『
ロ
ロ
ロ
由
♂
脚
-
P
。
-
m
-
N
E

同
制

U
S
m
r
m・
凶
器

e膨

ハ
一
九
五
五
・
ゴ
一

-
s
一)

112一
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